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令和６年度診療報酬改定 改定率・基本方針が決定
令和６年度診療報酬改定について、診療報酬改定率と基本方針が決定されました。
この診療報酬改定率と基本方針に基づき、中央社会保険医療協議会において、具体的な診
療報酬の見直しに関する議論が行われます。
本号では、令和6年度診療報酬改定の改定率及び基本方針について一部紹介いたします。

▶物価高騰・賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担・保険料負担の影響を踏まえた対応
▶全世代型社会保障の実現や、医療・介護・障害福祉サービスの連携強化、新興感染症等への対応など医
療を取り巻く課題への対応

▶医療DXやイノベーションの推進等による質の高い医療の実現
▶社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

2024年（令和6年） 1月4日号

改定に当たっての基本認識

改定の基本的視点と具体的方向性

（１）現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進 【重点課題】

【具体的方向性の例】
○医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
・ 令和４年度に実施した看護職員の処遇改善に係る取組や令和５年 11 月の経済対策も踏まえつつ、医
療従事者の賃上げに向けた取組の推進。

○各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング／タ
スク・シフティング、チーム医療の推進

○業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に
向けての取組の評価

○地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含
め、必要な救急医療体制等の確保

○多様な働き方を踏まえた評価の拡充 ○医療人材及び医療資源の偏在への対応

令和6年度診療報酬改定率

診療報酬 ＋０．８８％
※１ うち、※２～４を除く改定分 ＋０．４６％

各科改定率 医科＋０．５２％、歯科 ＋０．５７％、調剤 ＋０．１６％
40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措
置分（＋0.28％程度）を含む。

※２ うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（上記※１を除く）について、令和６年度にベア＋2.5％、令和７年度
にベア＋2.0％を実施していくための特例的な対応 ＋0.61％

※３ うち、入院時の食費基準額の引き上げ（１食当たり 30 円）の対応（うち、患者負担については、原則、１食当たり 30 円、
低所得者については、所得区分等に応じて 10～ 20 円）＋0.06％

※４ うち、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25％

薬価等 ▲１．００％（ うち、薬価▲０．９７％、材料価格▲０．０２％）
※ イノベーションの更なる評価等として、革新的新薬の薬価維持、有用性系評価の充実等への対応を含む。
※急激な原材料費の高騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対応を含む。
（対象：約 2000 品目程度）
※ イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。

ここからは、令和６年度診療報酬改定の基本方針について一部紹介いたします。
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（２）ポスト2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機

能の分化・強化、連携の推進

【具体的方向性の例】
○医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
・ マイナ保険証を活用した、質が高く効率的な医療の提供。
・ 電子処方箋の普及、電子カルテ情報の３文書・６情報（診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断
結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急及び生活習慣
病）、処方情報）の入力・管理、入院診療計画書等の電子的な文書提供等の医療情報の標準化・ICT 

の活用等を通じて、医療連携の取組を推進。

○生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
・ 医療機関間や医療機関と薬局・訪問看護ステーション等との連携、医科歯科連携、医歯薬連携、医療と
介護の連携、医療と障害福祉サービスの連携、その他の地域の保健・福祉・教育・行政等の関係機関との
連携も含め、地域包括ケアシステムの深化・推進のための多職種連携・協働の取組等を推進。
・ 高齢化する障害者施設における適切な医療提供に向けた取組等の推進。

○ リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進
・ ＡＤＬの低下の防止等を効果的に行うため、より早期からの取組の評価や切れ目のない多職種による取
組を推進。

○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
・ 増加する高齢者急性期医療のニーズや地域医療構想等を踏まえた、患者の状態に応じた適切な医療資
源を効率的に提供するための機能分化を推進。その際、質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築
という観点からも、より適切な包括払いの在り方を検討。

○外来医療の機能分化・強化等
・ 令和５年改正医療法も踏まえた生活習慣病等の継続的な医療を要する者に対する説明に関する評価の
見直し等、外来機能の強化を推進。
・ 外来における腫瘍化学療法の推進。
・ 外来医療から在宅医療への円滑な移行に当たって必要となる連携を推進。

○新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
・ 平時からの感染症対策に係る取組が広く実施されるよう、令和４年改正感染症法及び第８次医療計画
も踏まえ、個々の医療機関･薬局等における感染防止対策の取組や地域の医療機関･薬局と都道府県等
が連携して実施する感染症対策の取組を更に推進するとともに、高齢者施設等と医療機関・薬局の連携を
強化。

○かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
・ かかりつけ医機能を担う医療機関が地域の介護支援専門員や介護サービス事業者と「顔と顔の見える関
係性」を構築し、有機的な連携を行うことを推進。
・ ＩＣＴ等を活用した時間外の対応体制の整備の推進。
・ 歯科医療機関を受診する患者像が多様化する中、地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患
の重症化予防や口腔機能の維持・向上のため、ライフステージに応じ、生涯を通じた継続的な口腔管理・
指導が行われるよう、かかりつけ歯科医の機能を評価。
・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、新薬・ハイリスク薬等、特に充実した服薬指導
が必要な場合の対応も含め、服薬状況等の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行
われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。

○質の高い在宅医療・訪問看護の確保
・ 中長期的には在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、在宅医療を担う医療機関と市町
村・医師会等との連携、及び医療・介護の切れ目のない、地域の実情に応じた提供体制の構築等を推進
し、専門性の高い看護師も活用しつつ、効率的・効果的で質の高い訪問診療・往診、訪問看護、歯科訪
問診療、訪問薬剤管理指導、訪問栄養食事指導等の提供体制を確保。
・ 地域における医薬品提供体制を構築。
・ ＩＣＴ等を活用し、他の医療機関との連携を促進。
・ 非がん患者を含めた在宅緩和ケアの充実。
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（３）安心・安全で質の高い医療の推進

【具体的方向性の例】
○食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応

○患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
・ 患者が安心して医療を受けられ、それぞれの実情に応じて住み慣れた地域で継続して生活できるよう、医療
機関間の連携の強化に資する取組等を実施。
・ 人生の最終段階における医療・ケアを充実させるための取組を推進。

○ アウトカムにも着目した評価の推進
・ 患者の状態に応じた質の高いリハビリテーションの評価など、きめ細かいアウトカムにも着目した評価を推進。

○重点的な対応が求められる分野への適切な評価（小児医療、周産期医療、救急医療等）
・ 高齢者の救急医療の充実及び適切な搬送の促進。
・ 小児医療、周産期医療の充実。
・ 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価。
・ 認知症の者に対する適切な医療の評価。
・ 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価。
・ 難病患者に対する適切な医療の評価。

○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進

○口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
・ 歯科医療機関を受診する患者像が多様化する中、地域の関係者との連携体制を確保しつつ、口腔疾患
の重症化予防や口腔機能の維持・向上のため、ライフステージに応じ、生涯を通じた継続的な口腔管理・
指導が行われるよう、かかりつけ歯科医の機能を評価。（再掲）
・ 病院歯科の役割に応じた評価、歯科診療所との連携の推進。
・ 歯科衛生士が行う指導管理、歯科技工士が関わる技術を含む歯科固有の技術等の適切な評価。

○薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人
中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
・ 患者に対する薬物療法の有効性・安全性を確保するため、新薬・ハイリスク薬等、特に充実した服薬指導
が必要な場合の対応も含め、服薬状況等の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導が行
われるよう、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価を推進。（再掲）
・ 病院薬剤師業務を適切に評価。

○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点
としての役割の評価を推進。

○医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等
・ 患者の安心・安全を確保するための医薬品の安定供給の確保を推進。
・ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションを含む先進的な医療技術の適切な評価。
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出典：厚生労働省_社会保障審議会医療部会（2023/12/11）_令和6年度診療報酬改定の基本方針（概要）
厚生労働省_社会保障審議会医療部会（2023/12/11）_令和6年度診療報酬改定の基本方針

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187434_00004.html

厚生労働省_第566回中央社会保険医療協議会総会（2023/12/20）総-7

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00233.html

（４）効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】
○後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等
・ 後発医薬品について、安定供給の確保の状況を踏まえつつ、使用促進の取組を推進。
・ バイオ後続品について、新たに設定された政府目標を踏まえて使用促進の取組を推進。
・ 医療保険財政の中でイノベーションを推進するため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとともに、経
済性に優れた医療機器等の診療報酬上の評価や患者が自ら使用するプログラム医療機器等の保険適用
の在り方について検討。

○費用対効果評価制度の活用
・ 革新性が高く市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器について、費用対効果評価制
度を活用し、適正な価格設定を実施。

○市場実勢価格を踏まえた適正な評価
・ 医薬品、医療機器、検査等について、市場実勢価格を踏まえた適正な評価を行うとともに、効率的かつ有
効・安全な利用体制を確保。
・ エビデンスや相対的な臨床的有用性を踏まえた医療技術等の適正な評価。

○医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進（再掲）
・ マイナ保険証を活用した、質が高く効率的な医療の提供。
・ 電子処方箋の普及、電子カルテ情報の３文書・６情報（診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断
結果報告書、傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急及び生活習慣
病）、処方情報）の入力・管理、入院診療計画書等の電子的な文書提供等の医療情報の標準化・ICT 

の活用等を通じて、医療連携の取組を推進。

○患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価（再掲）
・ 増加する高齢者急性期医療のニーズや地域医療構想等を踏まえた、患者の状態に応じた適切な医療資
源を効率的に提供するための機能分化を推進。その際、質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築
という観点からも、より適切な包括払いの在り方を検討。

○外来医療の機能分化・強化等（再掲）
・ 令和５年改正医療法も踏まえた生活習慣病等の継続的な医療を要する者に対する説明に関する評価の
見直し等、外来機能の強化を推進。

○生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進（再
掲）

○医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
・ 重複投薬、ポリファーマシー、残薬や、適正使用のための長期処方の在り方への対応、リフィル処方箋の活
用等、医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用を促進。
・ 医学的妥当性や経済性の視点も踏まえた処方を推進。

○薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点
としての役割の評価を推進。（再掲）

https://med.towayakuhin.co.jp/medical/admininfo.html

